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▲141名 の方々から寄せられた「要請書」葉書

▼
年
度
が
わ
り
、
金
費
の
納
入
を
′

支
援
す
る
会
は
、
＝
月
か
ら

一
年
を

一

期
と
ｔ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
月
で
第
二
期

に
入
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
と
し
年
会
費
の
受

新

・
納
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
一

▼
前
期
の
更
新
モ
忘
れ
ら
れ
た
方
も
ヽ
今

期
ぜ
ひ
再
加
入
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
／

東
京
高
裁
へ
提
出

早
く
、本
人
“遺
族
・証
人
の
調
べ
を
′

既
報
の
よ
う
に
、
横
浜
事
件
再
審
請
求

は
、
横
浜
地
裁
の

「
棄
却
」
決
定
の
あ
と

現
在
、
東
京
高
裁
で
審
理
中
で
す
」

横
浜
地
裁
の
決
定
は
、
「裁
判
所
と
し
て

の
責
任
を
み
ず
か
ら
放
棄
し
た
」
と
し
か

い
い
よ
う
の
な

い
も
の
で
し
た
が
、
し
か

し
東
京
高
裁
で
は
、
さ
る
九
月

一
九
日
、

担
当
判
事
と
弁
護
団
と
の

″
接
触
〃
も
あ

り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
大
き
く
進
展
す
る

気
配
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
¨

二
う
し
た
段
階
を
迎
え
て
、
思
想

・
言

論
弾
圧
事
件
と
し
て
の
横
浜
事
件
の
性
格

か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
著
名
文
化
人

の
方
々
に
、
高
裁

へ
向
け
早
急
審
理
の
要

請
を
し
て
は
い
た
だ
け
な

い
か
、
と
い
う

森
川
弁
護
団
長
の
提
言
を
受
け
て
、
支
援

す
る
会
事
務
局
で
は
そ
の
活
動
に
と
り
く

み
ま
し
た
。

一
〇
月
初
め
、
第

一
弾
と
し
て
七
百
名

強
の
方
々
に
依
頼
状
を
発
送
、
同
月
二
〇

日
現
在
で

一
四

一
名
の
方
々
に

「要
請
」

の
葉
書
を
ご
返
送

い
た
だ
き
ま
し
た
ラ

そ
こ
で

一
〇
月
二
〇
日
午
後
、
こ
の

一

四

一
通
の
要
請
葉
書
を
、
森
川
弁
護
団
長
、

大
川
同
事
務
局
長
、
本
村
亨
請
求
人
、
そ

れ
に
支
援
す
る
会
事
務
局
二
名

（橋
本
、

梅
田
）
も
同
行
し
て
東
京
高
裁

へ
提
出
、

あ
わ
せ
て
記
者
会
見
も
行
な

っ
て
き
ま
し

た

（
１０
月
２‐
日
付
『朝
日
』
に
記
事
掲
載

）．

現
在
審
理
中
の
東
京
高
裁
刑
事
二
部
は
、

か
つ
て
事
件
の
拷
問
被
害
者
三
二
名
に
よ

る
共
同
告
発
を
審
理
し
、
特
高
警
官
三
名

に
対
し

「特
別
公
務
員
暴
行
傷
害
罪
」
の

判
決
を
下
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
刑
事

二
部
で
の
審
理
が
ど
う
進
展
す
る
か
、
し

っ
か
り
見
守

っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
．
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饒
響
轟
纂
塞
彗
轟
鐸
詳
曇
駐

拝
啓
　
秋
冷
の
候
と
な
り
ま
し
た
が
、

ご
健
勝
の
こ
と
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
昭
和
十
七
年
か
ら

二
十
年
に
か
け
て
の
最
大
の
言
論
弾
圧
事

件

「横
浜
事
件
」
の
再
審
請
求
に
た
い
し
、

さ
る
二
月
二
十

一
日
、
横
浜
地
裁
よ
り
「棄

却
」
の
決
定
が
下
さ
れ
ま
し
た
。

横
浜
事
件
は
、
総
計
六
十
余
名
の
研
究

者

。
出
版
関
係
者
等
が
、
神
奈
川
県
特
高

警
察
に
よ
り
、　
一
片
の
確
証
も
な
い
ま
ま

検
挙
さ
れ
、
横
浜
市
内
の
各
警
察
署
に
お

い
て
一言
語
に
絶
す
る
拷
間
を
加
え
ら
れ

（獄

死
者
四
名
、
保
釈
直
後
の
死
去

一
名
）、
強

制

。
誘
導
さ
れ
た
虚
偽
の

「自
白
」
に
よ

っ
て
、
昭
和
二
十
年
八
月
の
敗
戦
前
後
、

わ
ず
か

一
回
だ
け
の
名
ば
か
り
の
「公
判
」

に
よ
っ
て

「有
罪
」
の
判
決
を
受
け
た
事

件
で
す
。
罪
名
は
い
ず
れ
も

「治
安
維
持

法
違
反
」
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
四
十
年
、
国
家
秘
密
法
案
や

拘
禁
二
法
案
の
出
現
を
み
る
に
い
た
っ
て
、

被
害
者
九
名
は
、
あ
の
悪
法
に
よ
る
人
権

の
侵
害
を
是
非
と
も
回
復
せ
ね
ば
と
決
意

し
、
高
齢
を
お
し
て

一
昨
年
七
月
二
日
、

横
浜
地
裁
に
た
い
し
、
こ
ん
ど
こ
そ
は
公

正
な
審
理
を
、
と
再
審
請
求
を
行

っ
た
の

で
し
た
。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
申
立
て

は
、
申
立
て
人

（被
害
者
お
よ
び
遺
族
）
ヘ

の
た
だ
の

一
回
の
事
情
聴
取
も
な
い
ま
ま

「棄
却
」
決
定
を
受
け
ま
し
た
。
棄
却
の
理

由
は
、
次
の
通
り
で
す
。

一
、
こ
の
事
件
に
は
「
原
判
決

（有
罪
判

決
）
書
も

一
件
記
録
も
残

っ
て
な
い
」

か
ら
、　
い
ま
さ
ら
調
べ
よ
う
が
な
い
。

二
、
「
か
り
に
拷
間
が
あ

っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
結
果
虚
偽
の
自
白
が
な
さ

れ
た
こ
と
を
確
か
め
る
手
段
が
な

い
」
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
投
げ
や
り
、

不
誠
実
な
理
由
を
も
と
に
、
横
浜
地
裁
は

「棄
却
」
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
、
先
の
判
決
や
記
録
が
な
い
の

は
、
「敗
戦
直
後
の
米
国
軍
の
進
駐
が
迫
っ

た
混
乱
期
に
、
い
わ
ゆ
る
横
浜
事
件
関
係

の
事
件
記
録
は
焼
却
処
分
さ
れ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
」
と
、
ま
る
で
他
人
事
の

よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。

申
す
ま
で
も
な
く
、
裁
判
記
録
の
保
全

は
、
裁
判
所
、
検
察
庁
に
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
保
全

す
べ
き
記
録
を
み
ず
か
ら

「焼
却
処
分
」

し
て
お
い
て
、
記
録
が
な
い
か
ら
再
審
請

求
は
受
け
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か
。こ

の
よ
う
に
、
横
浜
地
裁
は
裁
判
所
と

し
て
の
責
任
を
み
ず
か
ら
放
棄
し
て
き
ま

し
た
の
で
、
請
求
人
と
弁
護
団
は
、
上
級

審
で
あ
る
東
京
高
裁
で
は
何
と
し
て
も
国

家
の
責
任
を
と
っ
て
裁
判
の
や
り
な
お
し

を
し
て
も
ら
い
た
い
と
熱
望
し
、
た
だ
ち

に
上
訴
し
、
現
在
審
理
中
で
あ
り
ま
す
。

横
浜
地
裁
の

「
決
定
」
は
、
原
判
決
書

が
な
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
被

害
者
の

一
人
、
小
野
康
人
氏
に
つ
い
て
は
、

予
審
終
結
決
定
も
、
判
決
文
も
残
存
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
や
、
ま
た
他
の
記

録
な
ど
を
も
と
に
、
事
件
全
体
の
経
過
か

ら
、
他
の
人
々
に
つ
い
て
も

「判
決
」
は

必
ず
復
元
で
き
る
と
弁
護
団
は
確
信
し
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
事
件
で
拷
間
を
お
こ
な
っ

た
警
官
二
人
に
た
い
し
て
は
、
被
害
者
三

十
三
名
の
共
同
告
訴
に
よ
り
、
昭
和
二
十

七
年
、
「特
別
公
務
員
暴
行
傷
害
罪
」
の
有

罪
判
決
が
最
高
裁
で
確
定
し
て
お
り
ま
す
。

「棄
却
」
決
定
で
は
、
こ
れ
は

「益
田
直
彦

被
告
人

（注
喜
一十
三
名
中
の
一
人
、
故
人
）

だ
け
の
関
係
だ
か
ら
、
他
の
被
告
人
に
つ

い
て
の
拷
間
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
」
と

一言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
二
十
三
名
は
同
じ

事
件
で
、
同
じ
横
浜
市
内
の
警
察
署
に
お

い
て
、
同
じ
特
高
警
察
に
よ
り
取
調
べ
を

受
け
た
の
で
す
。
そ
の
う
ち
の

一
人
に
の

み
拷
間
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
他
の
三

十
二
名
に
つ
い
て
は
拷
間
が
あ

っ
た
と
は

い
え
な
い
と
い
う
の
は
、
タ
メ
に
す
る
詭

弁
と
し
か
申
せ
ま
せ
ん
。

こ
の
秋
、
東
京
高
裁
の
審
理
は
、
き
わ

め
て
重
大
な
段
階
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
さ
い
、
心
あ
る
み
な
さ
ま
方
よ
り
次

の
要
請
を
行

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
き

な
効
果
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

衷
心
よ
り
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。〈東

京
高
等
裁
判
所

へ
の
要
請
〉

要
　
七調
　
書

目
下
、
貴
裁
判
所
で
御
審
理
中
の

「横
浜
事
件
」
再
審
請
求
事
件
に
つ
い

て
、
私
た
ち
日
本
の
文
化
に
か
か
わ

る
者
は
き
わ
め
て
重
大
な
関
心
を
も

っ
て
見
守

っ
て
お
り
ま
す
。
つ
き
ま

し
て
は
次
の
点
に
ご
配
慮
賜
り
た
く

要
請
い
た
し
ま
す
。
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一
、
再
審
請
求
本
人
、
遺
族
な
ら

び
に
証
人
の
取
調
べ
を
是
非
と

も
お
願
い
し
た
い
。

二
、
原
判
決
や

一
件
記
録
の
不
存

在
に
つ
い
て
は
、
国
家
機
関
と

し
て
の
立
場
か
ら
、
そ
の
焼
却

処
分
に
た
い
す
る
補
償
の
措
置

を
講
じ
、
責
任
あ
る
態
度
を
と

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

東
京
高
等
裁
判
所
第
二
刑
事
部

裁
判
長
　
坂
本
　
武
志
殿

裁
判
官
　
田
村
　
承
三
殿

裁
判
官
　
泉
山
　
禎
治
殿

＊
な
お
、
こ
の
要
請
の
取
扱
い
に
つ
き

ま
し
て
は
、
要
請
文
を
印
刷
し
た
葉
書
を

同
封
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
賛
同
い
た

だ
け
ま
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
に
署
名

・

捺
印
の
う
え
、
十
月
二
十
日
ま
で
に
、
ご

返
送
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
を
と

り
ま
と
め
て
、
私
ど
も
か
ら
東
京
高
裁

へ

持
参
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

一
九
八
八
年
九
月
二
十
日

▼
横
浜
事
件
再
審
請
求
人
団

▼
横
浜
事
件
再
審
請
求
弁
護
団

▼
横
浜
事
件
再
審
裁
判
を
支
援
す
る
会

（以
上
）

相
原
　
　
光
（経
済
学
）

安
部
　
一
成
（経
済
学
）

新
井
　
直
之
つ

ス
コ
ミ
論
）

荒
垣
　
秀
雄
（ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

荒
川
　
幾
男
（哲
学
）

荒
井
　
信

一
（歴
史
学
）

伊
藤
　
成
彦
（文
学
）

今
井
　
清

一
（歴
史
学
）

石
村
　
善
治
（法
学
）

今
堀
　
誠
二
（歴
史
学
）

岩
井
　
忠
熊
（歴
史
学
）

岩
永
健
吉
郎
（政
治
学
）

石
田
　
　
雄
（政
治
学
）

稲
子
　
恒
夫
（法
学
）

稲
葉
三
千
男
写

ス
コ
ミ
論
）

色
川
　
大
吉
（歴
史
学
）

石
井
金
之
助
（経
済
学
）

家
永
　
一二
郎
（歴
史
学
）

石
川
　
弘
義
奪

ス
コ
ミ
論
）

猪
野
　
健
治
写

ス
コ
ミ
論
）

井
上
　
正
蔵
（ド
イ
ツ
文
学
）

池
田
み
ち
子
（作
家
）

井
上
長
二
郎
（画
家
）

伊
藤
　
信
吉
（詩
人
）

井
出
　
孫
六
（作
家
）

上
杉
正

一
郎
（経
済
学
）

上
杉
　
捨
彦
（経
済
学
）

浦
田
　
賢
治
（法
学
）

内
田
　
穣
吉
（経
済
学
）

嬉
野
満
洲
雄
（国
際
問
題
）

宇
井
　
　
純
（公
害
問
題
）

江
口
　
圭

一
（歴
史
学
）

江
守
　
五
夫
（法
学
）

小
田
中
聡
樹
（法
学
）

大
形
　
孝
平
（経
済
学
）

大
内
　
　
力
（経
済
学
）

小
田
切
秀
雄
（文
学
）

一扇
谷
　
正
造
（評
論
家
）

大
久
保
昭
男
（文
学
）

大
谷
　
省
三
（農
業
経
済
学
）

奥
野
　
健
男
（文
芸
評
論
）

岡
倉
古
志
郎
（国
際
政
治
学
）

大
石
嘉

一
郎
（歴
史
学
）

小
田
　
　
実
（作
家
）

上
　
笙

一
郎
（児
童
文
学
）

河
村
　
　
望
（社
会
学
）

川
村
善
二
郎
（歴
史
学
）

梶
谷
　
善
久
写

ス
コ
ミ
論
）

河
野
　
健
二
（歴
史
学
）

金
子

ハ
ル
オ
（経
済
学
）

岸
田
純
之
助
（科
学
評
論
）

具
島
兼
二
郎
（政
治
学
）

久
保
田
正
文
（文
学
）

久
野
　
　
収
（哲
学
）

黒
田
　
了

一
（法
学
）

香
原
　
志
勢
（自
然
人
類
学
）

小
林
　
直
樹
（法
学
）

小
林
　
孝
輔
（法
学
）

神
野
章

一
郎
（政
治
学
）

近
藤
　
一昌
枝
（作
家
）

斎
藤
　
秋
男
（中
国
史
）

佐
多
　
稲
子
（作
家
）

佐
藤
　
定
幸
（国
際
経
済
学
）

真
田
　
　
是
（社
会
福
祉
学
）

塩
田
庄
兵
衛
（社
会
運
動
史
）

芝
原
　
拓
自
（歴
史
学
）

渋
川
　
　
饒
（文
学
）

島
崎
　
　
稔
（経
済
学
）

清
水
　
慎
三
（労
働
運
動
史
）

清
水
　
英
夫
（法
学
）

清
水
　
知
久
（政
治
学
）

新
藤
　
兼
人
（映
画
監
督
）

島
田
　
信
義
（法
学
）

自
井
健
二
郎
（Ｚ
フ
ン
ス
文
学
）

新
村
　
　
猛
（Ｚ
フ
ン
ス
文
学
）

宍
一戸
　
健
夫
（社
会
福
祉
学
）

信
夫
清
二
郎
（政
治
学
）

新
庄
　
嘉
章
（Ｚ
フ
ン
ス
文
学
）

杉
浦
　
明
平
（作
家
）

鈴
木
　
正
四
（歴
史
学
）

杉
原
　
泰
雄
（法
学
）

鈴
木
　
一
一郎
（社
会
人
類
学
）
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住
井
　
す
ゑ
（作
家
）

関
　
　
恒
義
（経
済
学
）

関
　
　
寛
治
（政
治
学
）

千
田
　
夏
光
（作
家
）

袖
井
林
二
郎
（政
治
学
）

副
島
　
種
典
（経
済
学
）

祖
父
江
孝
男
（文
化
人
類
学
）

高
橋
　
　
洸
（労
働
問
題
）

滝
平
　
一
一郎
（画
家
）

高
柳
　
信

一
（法
学
）

高
杉
　
一
郎
（作
家
）

都
築
　
忠
七
（経
済
学
）

辻
　
　
達
也
（歴
史
学
）

辻
　
　
真
先
（作
家
）

都
留
　
重
人
（経
済
学
）

寺
田
　
　
透
（７
フ
ン
ス
文
学
）

暉
崚
　
衆
三
（農
業
経
済
学
）

直
木
孝
次
郎
（歴
史
学
）

な
だ
い
な
だ
（作
家
）

中
山
　
研

一
（法
学
）

夏
堀
　
正
元
（作
家
）

中
田
　
一暑
直
（作
曲
家
）

奈
良
本
辰
也
（歴
史
学
）

鳴
海
　
正
泰
（社
会
学
）

西
丸
　
震
哉
（植
物
学
）

布
川
角
左
衛
門
（出
版
人
）

沼
田
稲
次
郎
（法
学
）

浜
林
　
正
夫
（社
会
思
想
史
）

林
　
　
直
道
（経
済
学
）

泰
　
　
恒
平
（作
家
）

土
方
　
敬
太
（演
出
家
）

日
高
　
エハ
郎
（社
会
学
）

藤
井
　
治
夫
（軍
事
問
題
）

松
本
新
八
郎
（歴
史
学
）

松
岡
　
一二
郎
（法
学
）

松
尾
　
尊
先
（歴
史
学
）

三
浦
　
綾
子
（作
家
）

宮
田
　
光
雄
（政
治
学
）

宮
脇
　
俊
三
（作
家
）

村
上
　
重
良
（宗
教
学
）

森
　
　
浩

一
（考
古
学
）

森
田
　
一不
一
（教
育
学
）

本
橋
　
　
渥
（　
綺
学
）

守
屋
　
典
郎
（経
ｂ
学
）

矢
内
原
伊
作
（哲
学
）

山
田
　
一不
睦
（哲
学
）

安
岡
章
太
郎
（作
家
）

安
本
　
美
典
（心
理
学
）

弥
永
　
昌
吉
（数
学
）

吉
川
　
経
夫
（法
学
）

和
田
　
洋

一
（ド
イ
ツ
文
学
）

和
田
　
春
樹
（歴
史
学
）

渡
辺
　
洋
三
（法
学
）

渡
辺

誠
毅
（元
朝
日
新
聞
社
長
）

幼
方
　
直
吉
（中
国
史
）

木
下

順
二
（作
家
）

阿
部
　
　
昭
（作
家
）

小
林
　
久
三
（作
家
）

春
名
　
　
徹
（作
家
）

『横
浜
事
件
を

風
化
さ
せ
な
い
で
』

再
審
請
求
人
の

一
人
、
小
野
貞
さ
ん
が

こ
の
た
び
、
冊
子

『横
浜
事
件
を
風
化
さ

せ
な
い
で
』
を
自
費
で
作
成
さ
れ
ま
し
た

（Ａ
５
判

・
四
〇
ペ
ー
ジ
）。

副
題
に

「私
の
抗
告
草
案
」
と
あ
る
と

お
り
、
さ
る
二
月
末
の
横
浜
地
裁
の

「棄

却
」
決
定
を
受
け
、
そ
の
あ
ま
り
の
無
情

冷
酷
さ
に
、
ど
う
し
て
も
黙
っ
て
は
お
れ

な
い
と
い
う
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、

七
十
九
歳
と
い
う
高
齢
、
病
身
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
数
力
月
を
か
け
て
執
筆
、
発
行

さ
れ
た
も
の
で
す
。
内
容
は
―
―

Ｉ
　
横
浜
事
件
と
は
何
だ
っ
た
の
か

１
　
理
由
不
可
解
な
横
浜
地
裁

「棄

却
」
決
定

２
　
横
浜
事
件
の
記
録
は
な
ぜ

「焼

却
」
さ
れ
た
の
か

３
　
事
件
の
背
後
に
チ
ラ
つ
く

「政

治
謀
略
」
の
影

Ⅱ
　
九
葉
の
写
真
が
証
す

「拷
間
に
よ

る
自
白
」
の
事
実

Ⅲ
　
横
浜
事
件
に
「
公
判
」
は
な
か
っ
た

全
体
が
、
地
裁
決
定
の
不
当
さ
を

一
人

で
も
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

熱
い
思
い
に
つ
ら
ぬ
か
れ
な
が
ら
、
し
か

し
叙
述
は
、
感
傷
を
極
力
排
し
た
実
証
と

論
証
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
迫

力
は
、
読
む
も
の
の
胸
中
に
改
め
て
地
裁

決
定

へ
の
怒
り
を
よ
び
お
こ
さ
ず
に
は
い

な
い
で
し
ょ
う
。

横
浜
事
件
と
は
何
だ
っ
た
か
、
そ
の
本

質
を
つ
か
み
と
り
、
被
害
者
の
思
い
を
汲

み
と
っ
て
い
た
だ
く

一
冊
と
し
て
、
ぜ
ひ

一
読
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
（頒
価
三
百
円
。

送
料
百
七
十
円
、
事
務
局
ま
で
）

ぶ雪li・


